
第２８回 木曽三川下流部船舶対策協議会

令和７年２月25日

木曽三川下流部不法係留船対策における
計画（第3次）について
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１．第３次計画策定について

２．第３次計画における実施内容について
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1．第3次計画策定について

○パブリックコメント

（実施方法） 木曽川下流河川事務所のホームページ掲載

（ 周 知 ） 記者投げ込み
関係自治体ホームページへリンクを実施

（実施期間） 令和６年１0月２日～令和６年11月５日

（HP閲覧数） １，１０１件

（ 意 見 ） なし

木曽川下流河川事務所HP掲載状況 自治体HP掲載状況(愛西市)
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1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・Ⅱ．不法係留船対策に係る基本的事項に「４．目標」「５．重点施策」を追加

4.目標

洪水時の流下阻害、洪水・高潮・津波による船舶流出による河川管理施設や家屋等への被
害、燃料の漏出による水質汚濁、景観の阻害、一般公衆の自由使用の妨げ等地域にとって支
障となる船舶については本計画対象期間を目途に解消できるよう優先的に対策に取り組むこ
とを目指す。また最終的には、重点的撤去区域を木曽三川下流部全体に設定し、すべての不
法係留船を解消することを目標としていく。

5.重点施策
第3次計画において以下の項目を重点施策とする。

(1)重点的撤去区域の拡大

不法係留船が多い場所を対象に、洪水・津波・高潮による災害発生時の河川管理施設への
被害防止、舟運利用の保全、河川環境の保全等を考慮のうえで、強制的な撤去等の措置を含
む対策に優先的に取り組む重点的撤去区域を順次拡大する。
(2)重点的撤去区域外における指導等強化

船舶所有者調査、看板設置や合同パトロール等を通じてより強い指導を行うとともに、特に
悪質なものには罰則の適用に向けた措置を行い、移動、撤去を促していく。また治水上支障が
ある船舶については強制的な撤去等の措置を実施していく。
(3)変形護岸の適正化推進

係留施設としての変形護岸における係留船舶の適正な管理のため、定期的な調査・監視に
より所有者等を確実に把握するとともに、所有者不明状態・放置・廃船化防止のための係留許
可条件等を定める。
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1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・III.不法係留船対策に係る実施事項の１.関係機関との連携による対策推進に、

「（1）役割分担」を追加

１.関係機関との連携による対策推進
（１）役割分担
Ⅱに示した基本的事項を踏まえ、具体的な実施事項を図 7に示す。

各実施項目については、協議会の場を活用しつつ、関係機関との役割分担を明確
にした上で連携・協力しながら推進するとともに、PDCAサイクルにより継続的に評
価・改善等を行うものとする。

強制的な撤去措置に係る年次計画の立案・見直し、合同パトロール、変形護岸の
整理・集約、意識啓発活動及び広報活動は関係機関が連携して実施する。

河川管理者である国土交通省は、主に重点的撤去区域における船舶の強制的な
撤去等の措置や、重点的撤去区域以外(変形護岸除く)の船舶の調査、撤去指導を

行う。また、変形護岸等係留・保管施設については、占用者（自治体）が維持管理す
る際の指導、調整等を行う。

県・市町は、変形護岸等の占用施設における係留船舶利用実態調査により船舶
の現状を把握し、係留船舶の許可・更新、権利譲渡等の監視を行う。また、維持管
理計画書を作成して施設の維持管理等を行う。船舶の係留・保管場所の確保につ
いて陸上保管等の推進や条例の制定について検討する。

警察・海上保安庁は、強制的な撤去等の措置への協力や合同パトロールを行う。



5

1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・III.不法係留船対策に係る実施事項に、「（1）役割分担」を追加

図 7
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1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・III.不法係留船対策に係る実施事項 ２．（１）重点的撤去区域の順次拡大の文
章について、揖斐川上流域のみならず他区域の指定拡大に関する記載を追加

２.重点的撤去区域等における計画的な不法係留船対策
（１）重点的撤去区域の順次拡大

（略）

最終的には、重点的撤去区域を木曽三川下流部全体に設定することを念頭にお
きつつ、不法係留船対策を適正に実施するため、洪水・津波・高潮による災害発生
時の河川管理施設への被害防止、舟運利用の保全、河川環境の保全等の観点か
ら、既設定区域の対策進捗状況に応じて重点的撤去区域の順次拡大を図っていく
ものとする。
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1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・III.不法係留船対策に係る実施事項 ３．（１）係留許可船舶の適正な管理の文
章について、「保証人の設定」に関する記載を修正

３.変形護岸の適正な維持管理
（１）係留許可船舶の適正な管理

（略）

船舶管理を実施するために、占用者は連続した番号を船舶に割り振ったナンバー
プレートの船外への貼付を義務づけ、不明確な船舶の係留をなくし、所有者等を確
実に把握する。占用者が係留許可・更新する際は、船舶所有者の高齢化による所
有者不明状態・ 放置・廃船化を防止するため、所有者に問題が生じた際の第2連絡

先の確認や船舶の撤去に関して第三者の関与する書類の取得等を行い、係留許可
条件を定める。また、一定期間の利用実態がない船舶は、係留許可を取り消すもの
とする。
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1．第3次計画策定について

【第27回協議会以降の主な修正箇所】
・Ⅰ．不法係留船対策における現状と課題 ５. 「（2）変形護岸の維持管理」に占

用区域を越えて陸揚げされた船舶について追記
・III.不法係留船対策に係る実施事項に、「（３）占用区域外における不法係留船

舶」を追加

３.変形護岸の適正な維持管理
（３）占用区域外における不法係留船舶

変形護岸の一部にはその占用区域を越えて不法に放置等している船舶が散見さ
れる。これらの船舶に対しても、変形護岸の適正化の取組と一体のものとして河川
管理者・自治体・警察が連携して対処していくものとする。

５.変形護岸の維持管理
（２）変形護岸の維持管理

（略）

また一部変形護岸では占用区
域を越えて陸揚げされた船舶が
放置等されている(写真6参照)。

写真 6 占用区域を越えて陸揚げされた放置船舶



※木曽三川下流部における不法係留船数の整理方法の追加について

《状況の変化》
・策定を予定している三次計画で一層の活用を位置づけているUAV調査を先行的に実施。占
用区域内外での係留状況が容易に明確化されるようになった。

・今後、三次計画に基づき占用地である変形護岸の様々な適正化方策を検討する上で、占用
区域内か否かにより是正化に向けた取組への実施プロセスや取り得る手法が変わることか
ら、区別して整理した船数データも必要となる。

《今後》
・係留地として占用されている変形護岸と一体的に利用されている空間内であっても、占用区
域外の場合は不法係留船として計上する整理も今後併用して船数管理を行っていく。是正へ
の取組については占用者である自治体と河川管理者が十分な連携のもと、協議検討していく。

《是正の方策案》
・占用区域内への移動(係留資格を有する場合に限る)
・撤去指導等

《従来》
係留地として占用されている変形護岸ではその占用区域を越えた周辺区域も占用区域とと

もに一体的に利用がなされていることから、周辺区域に存する船舶についても占用区域に準
じて一体の管理下に置かれているものとみなして、管内の不法係留船数には含めずに整理し
てきたところである。
※占用区域については占用者において適正な利用に向けた各種取組がなされるものとして、

当協議会で整理する不法係留船数からは除いている
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新たな整理での不法係留数(R6.12末現在)

従前の整
理上の数

占用区域
外不法係

留数
合計

木曽三
川合計

182 93 275

※木曽三川下流部における不法係留船数の整理方法の追加について
占用区域外での不法係留事例

・黄着色部が占用区域

・占用区域に隣接して陸置放置船が確認される

・船種や放置状況等から占用区域である変形護岸
との関わりが明確であるため、適正利用に向けて
は占用区域と併せた一体的な対処を必要とすると
ころであり、占用区域に準じて整理していた

・一方で占用区域か否かで対処方法やプロセスが
異なる面もあることから、三次計画以降は占用区
域とは区別した整理による船数計上も併用し、適正
な管理につなげていく

占用区域外での不法係留事例
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1．第3次計画策定について

本日

※パブリックコメントにおいて意見なしのため未実施

整
備
局
内
処
理

※

○第３次計画策定

（策定年月） 令和７年３月 予定
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R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

関係機関
との連携
による対
策推進

重点的撤
去区域等
における
計画的な
不法係留
船対策

変形護岸
の適正な
維持管理

既存の恒
久的係留・
保管施設
の活用

不法係留
船舶のモ
ニタリング

条例制定に向けた検討

漁船等生業船係留候補地の占用、簡易代執行・廃船処理、合同パトロール

ナンバープレート設置、
維持管理計画書への記載（避難方法、浚渫等）

一時的に係留を認めていた施設における船舶の強制的な撤去、
係留箇所の整理集約

既存施設に関する情報共有

巡視調査、係留船等実態調査

３．第３次計画における実施内容について

実態調査を活用した定期的な調査・指導・監視、変形護岸の維持管理、変形護岸の整理・集約

船舶所有者調査

広報、放置禁止指定に基づく対策の推進

重点的撤去区域の拡大(係留施設の調整、重点的撤去区域指定、強制的な撤去等の措置）

指定済み区域等における年次計画(強制的な撤去等の措置、継続的な監視）

・年次計画



第２８回 木曽三川下流部船舶対策協議会

令和７年２月25日

不法係留船対策の取り組み状況

資料-2
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１．不法係留船対策の経緯

２．第２次計画の概要

３．不法係留船舶の現状

４．不法係留船対策の取り組み状況

５．第2次計画の総括



１．不法係留船対策の経緯

2

主な協議会での経緯 主な対策実施の経緯

【簡易代執行】下坂手変形護岸

【簡易・行政代執行】松之木変形護岸

【簡易代執行】西川地先

【重点的撤去区域】ケレップ水制群

【簡易代執行】ケレップ水制群

【重点的撤去区域】船頭平木曽川水路及び西川地先

【重点的撤去区域】油島地先

H30.5 【放置禁止指定】下流全区間

H30.12 【簡易代執行】油島地区

第２次計画書の策定

計画書の策定

第1回協議会の開催

H20.2

H23.6

H30.2
【自主撤去】船頭平暫定係留施設

R2.6 【行政代執行】木曽川水路

木曽三川下流部船舶対策協議会は、木曽三川下流域（木曽川下流河川事務所管内）
の不法係留船等の計画的な対策の促進を図るため、平成２０年２月１５日に発足しました。

R4.6 【簡易代執行】鍋田上水門前
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２．重点的撤去区域等における計画的な不法係留船対策

３．変形護岸の適正な維持管理

１．全般的事項

以下に示す実施項目は、関係機関との役割分担を明確にした上で連携・協力しながら推進するとともに、ＰＤＣＡサイクルにより継続的に評価・改善等を行う。
地域住民のさらなる理解向上を図るために広報活動に積極的に取り組む。

Ⅲ．不法係留船対策に係る実施事項

河川法に基づく河川監理員の指示並びに監督処分、及び簡易代執行及び行政代執行を実施
し、継続的に監視を行う。
重点的撤去区域を必要性の高い区域から順次設定する。
重点的撤去区域以外の河川区域については、河川監理員の指示を含めて適切な指導を行う。

（１）係留許可船舶の適正な管理
許可係留船舶は、漁船及び生業船に合致し「日常及び出水時管理が徹底できる生業の用に
供する船舶」とする。
ナンバープレートの船外貼付を義務づける。
一定期間利用実態がない船舶は、係留許可を取り消す。
係留船舶の権利譲渡や隻数の追加等について定期的に調査・指導・監視する。
出水時等における船舶の避難場所を確実に確保し、避難方法を維持管理計画書に明記する。
船舶の係留を一時的に認めている変形護岸は、平成34年度までに船舶の移動を完了する。

（２）変形護岸の適正な維持管理
変形護岸内の維持管理は、占用者または利用者により行い、具体的な内容は維持管理計画
書に記載する。
整理・集約、占用廃止を進め、必要に応じて締め切り等を実施する。
占用廃止した変形護岸は、適正な管理が実施される場合のみ、新たな水面利用のための占
用協議に応じる。
占用目的以外の利用形態となっている変形護岸は、水上バイクの離発着場所などの新たな活
用方策を検討する。

代執行の実施の様子（左：H22 下坂手変形護岸 右：H23 西川地先）

変形護岸の締め切り(下坂手)

変形護岸と係留許可船舶の状況

２．第２次計画の概要
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Ⅲ．不法係留船対策に係る実施事項

２．第２次計画の概要

４．既存の恒久的係留・保管施設の活用

５．河川法施行令に基づく放置禁止指定

船舶所有者の自己責任の原則を前提にしながら、水面利用のルールやマナーに関する意識啓発活動を行っていく。さらに、既存の恒久的係留・保管施
設の利用状況や活用方策等に関する情報を関係者間で共有し、プレジャーボートの既存施設への移動を支援する。
新たな恒久的係留・保管施設の整備については、様々な整備主体別の事業スキームの基本的な検討を行う。
水域のみでは係留・保管容量に限りがあることから、自宅等陸上での保管も視野に入れた条例の制定を検討する。

河川法施行令に基づく放置禁止指定を平成30年度中に行い、平成34年度までに放置艇ゼロを目指す。

IV.不法係留船対策に係る年次計画

①平成26年4月14日公示 海津市海津町油島地先（治水神社から大江樋門付近）
（揖斐川左岸13.6k 付近から14.6k 付近）

②平成24年4月11日公示 桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路
（木曽川右岸10.4k 付近から12.6k 付近）

③平成23年6月22日公示 ケレップ水制群
（木曽川右岸14.0k から24.4k 付近）

１．重点的撤去区域の設定状況

２．重点的撤去区域における不法係留船の強制的な撤去措置に
係る年次計画

①平成30～34年度 海津市海津町油島地先（治水神社から大江樋門付近）
（揖斐川左岸13.6k 付近から14.6k 付近）

②平成30～34年度 桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路
（木曽川右岸10.4k 付近から12.6k 付近）

重点的撤去区域の
船舶係留状況

上 海津市海津町油
島地先

下 桑名市長島町西
川地先から船頭平
閘門木曽川水路
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２．第２次計画の概要

単独実施

分担実施

共同実施

：各該当機関が役割毎に実施する項目

：各該当機関がそれぞれ実施する項目

：該当機関同士が連携して実施する項目

凡 例

情報の共有

整理・集約の実施

国土交通省 県・市町 警察・海上保安庁

係
留
・
保
管
の
適
正
化

強
制
的
な
撤
去
措
置
の
実
施

係
留
・
保
管
施
設

計
画

対
策
の
実
施

木曽三川下流部全川における船舶調査

重点的撤去区域における強制的な撤去措置に係る年次計画の立案

措置の公示

措置の実施 措置への協力

維持管理計画書の作成
・係留船舶の管理 ・権利譲渡等の監視
・係留施設の維持管理 ・避難場所、方法等

変
形
護
岸

恒
久
施
設

維持管理計画書に基づく管理
・不法係留船の指導 ・しゅんせつ等の実施

係留船舶状況等を基にした整理・集約方針の検討

評
価

改
善

対策の評価 ・重点的撤去区域の監視 ・重点的撤去区域以外の河川区域の指導

プレジャーボートの既存施設への移動支援

民間活力等による事業スキーム等の検討

計
画

対
策

評
価

改
善

係留船舶実態調査の実施
・係留船舶調査 ・所有者情報等の把握

計
画

陸上保管等の推進

自己責任の徹底、水域利用者に向けたルールやマナーの遵守等についての意識啓発活動及び広報活動の実施

条例制定に向けた検討

指導・監視

P
D

C
A

P
D

C
A

水域利用
の秩序の確立

計画の見直し ・重点的撤去区域の追加 ・年次計画の見直し

船舶利用者への指導

情報の共有

係留船舶の実態把握
・占用者による調査結果等の把握

放置禁止指定

利用実態等の調査の実施
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2022年8月1日見直し

H29年度 H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

ケレップ水
制群

油島地先

船頭平閘門
木曽川水路
及び西川地
先

第3次計画
第2次計画（延長～R6年度）
第3次計画の検討

計画

重点的撤
去区域に
おける不
法係留船

対策

変形護岸
の適正な
維持管理

重点的撤
去区域以
外の対策

既存の恒
久的係留・
保管施設
の活用

その他

簡易代執行

行政代執行

放置禁止指定準備・施行

条例制定に向けた検討

新規
重点的撤去
区域の設定

情報発信

第３次計画
の検討と
併せて検討

新規係留候補地の調整・自主撤去指導 移動・自主撤去の完了

指導・強制撤去措置

指導・強制撤去措置

新規係留候補地の調整・自主撤去指導 移動・自主撤去の完了

罰則適用の検討

継続的な廃船処理の推進廃船処理 ※予算に応じ随時実施

是正指示（警告文書送付）

監視の継続
指導・整理集約

実態調査、維持管理計画書への記載（避難方法、浚渫など）、ナンバープレート貼付

自主撤去指導・説明会実施・移動完了

利用可能施設の検討
恒久的施設の活用検討

継続的な啓発活動広報（市町広報誌・リーフレット配布・ホームページ）

第1次計画 第2次計画（H30年度～H34年度（R4年度））

「計画的な不法係留船対策の促進について」
（平成 10 年 2 月 12 日 建設省河川局長通達）

２．第２次計画の概要

H29年度までに対策完了 継続的な監視
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①不法係留船舶数
・令和6年12月時点の不法係留船舶数は182隻。

▼木曽三川下流部における不法係留船舶の現状（変形護岸外 令和6年12月時点）

３．不法係留船舶の現状(第26回協議会(R6.2)以降)

▲不法係留船舶の分布（変形護岸外 令和6年12月時点）

▼不法係留船舶の推移

船頭平閘門
（第2次計画にて対策中）

油島地先
第2次計画にて対策中）

 漁船番号あり  船舶番号あり 番号なし 合計

桑名市 0.0k～11.6k 2 2 0 4
愛西市 11.6k～19.0k 20 4 3 27
海津市 19.0k～24.2k 0 0 0 0
桑名市 -2.0k～0.4k 0 0 0 0

木曽岬町 0.4k～8.0k 0 0 1 1
弥富市 8.0k～10.0k 0 0 0 0
愛西市 10.0k～22.8k 2 4 6 12

24 10 10 44

桑名市 5.4k～12.4k 3 1 0 4

海津市
12.4k～30.2k

(25.6k～27.6k除く) 2 0 1 3

羽島市 25.6k～27.6k 1 0 0 1
桑名市 2.8k～11.8k 1 14 12 27
愛西市 11.8k～18.8k 0 0 0 0
海津市 18.8k～24.4k 0 0 0 0

7 15 13 35

桑名市 ‐0.6k～16.6k 1 3 6 10
海津市 16.6～24.8k 29 6 17 52
桑名市 ‐1.0k～12.6k 1 0 2 3
海津市 12.6k～26.6k 16 6 10 32

47 15 35 97

右岸 桑名市 0.2k～2.0k 0 0 0 0
左岸 桑名市 0.2k～2.0k 0 1 5 6

0 1 5 6

78 41 63 182

小　計　

合　　計　

揖斐川
右岸

左岸

小　計　

多度川

小　計　

長良川

右岸

左岸

小　計　

区　　　間
船舶数

木曽川

右岸

左岸

平成18年度 平成23年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
令和6年度
12月時点

無許可船舶 704 548 289 279 251 229 211 197 188 182

漁船等生業船 422 272 84 95 95 95 83 85 80 78

生業船以外 282 276 205 184 156 140 128 112 108 104



４-１．重点的撤去区域における対策（海津市海津町油島地先）

１）揖斐川での漁船係留候補地への移転状況
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・河川管理者、海津市、漁協で立会い、選定した漁船係留候補地
への移転について調整中。

・揖斐川17.0kp付近では、R４年１月に河川事業が完了し、R４年
５月に海津市が河川占用許可を受け、現在7隻が利用。

・PB所有者への自主撤去の指導は引き続き実施していく。

４．不法係留船対策の取り組み状況

年度
Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月 4～9月 10～3月

海津市

漁協調
整・河川
占用手続
き・移動

河川管
理者

漁協調
整・ＰＢ所
有者への
自主撤去
の指導、
行政代執
行・簡易
代執行

２）スケジュール

予定

移動

揖斐川左岸
13.6km（治水神社）～

14.6km（大江樋門）附近

長良川

船舶等位置図
R6.12月時点

不法係留船 19隻
不法桟橋 4基

：不法係留船

※不法係留船は重点的撤去区域係留船のみ表示
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４-２．重点的撤去区域における対策

（桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路）

２）スケジュール

・木曽川水路の浚渫及び堤防補強事業が進められており、掘削跡
地を関係自治体が占用し、漁船の一時退避場所とする予定。

・一時退避場所の整備は、工事が当初見込みより困難なため完了
時期がR8年度以降になる見込み。

１）漁船の係留地の整備状況

木曽川右岸
10.8～11.2km

12.4～12.6km附近

船舶等位置図
R6.12時点

不法係留船 20隻
不法桟橋 10基

※不法係留船は重点的撤去区域係留船のみ表示

：不法係留船

４．不法係留船対策の取り組み状況

年度
Ｒ６ Ｒ７ R8以降

4～9月 10～3月 4～9月 10～3月

桑名市
愛西市

漁協調整・

河川占用
手続き・移

動

河川管
理者

漁協調整・
堤防補強
事業等

PB所有者

への自主
撤去の指

導

予定
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４-３．管内全体における対策

４．不法係留船対策の取り組み状況

・不要となった船舶の適切な処理は所有者の責任であることを啓発するチラシを作
成。裏面には処理する際の窓口の連絡先などを記載し、適正処理の推進に資す
る内容とした。

・管内市町、各県漁船登録窓口及び小型船舶検査機構に配布を依頼した他、不
法係留者への文書指導の際に添付するなど、本情報の周知が必要な人に届くよ
うに措置した。

①船舶の放置防止に向けた啓発活動

(表面) (裏面)
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４-３．管内全体における対策

４．不法係留船対策の取り組み状況

・河川巡視等により新規の不法係留船を速やかに発見するように努め、その後、
船番からの所有者割り出し、所有者への口頭/文書指導を実施している。

・早期発見/早期対処は不法係留を長期化させない上で重要であり、不法係留船
対策の基本的な事項として引き続き鋭意取り組んでいく。

②新規不法係留船舶の把握、所有者調査、指導

巡視等で発見された不法係留船・放置船に対しては
速やかに看板による警告を実施している

UAVにより陸上からの確認
が困難な不法係留船の把握
にも努めていく



４-４．船舶の係留を一時的に認めている変形護岸
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１）概要
河川工事の支障となった船舶の移動先として、国が整備し、桑名市が占用許可を受けて管理を

行っている変形護岸。
上之輪新田、下深谷部（城の堀）、下深谷部（野球場前）、上之郷の４箇所
第２次計画において、占用者は計画的に是正指導を行い、令和４年度末までに移動完了する予

定としていた。

２）現在の調整状況

それ以外の船は、暫
定係留施設から移動
してもらう。

期限を過ぎても撤去
されない船については、
警告文書を送付し移
動を要請した。また、
警察との合同パトロー
ルを実施した。

撤去に応じない船に
は、強制撤去を伴う対
応を検討する。

→：実施済み →：予定

年度 Ｒ６ Ｒ７

桑名市 係留船舶調査

周知看板設置

桑名市・
河川管理
者

係留船舶所有
者への周知文
書発送

合同パトロー
ル(警察)

係留箇所の集
約化

船舶の移動

集約化の方針検討・協議・調整

移動完了

移動完了までのスケジュール

桑名市として、不法係留船対策の２次計画で定めた「変形護岸の取り扱い」に
より、従前から係留を認められていた者の所有する生業船は引き続き係留を認
める。

４．不法係留船対策の取り組み状況

R6合同パトロール
の状況



４-５．変形護岸係留許可船舶の適正管理
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係留船実態調査表（R6）
及び係留船舶撮影写真

許可係留船へのナン
バープレートの貼付

係留施設の維持管理
計画書への記載
（避難方法、浚渫など）

実態調査表提出済み
船舶写真一部整理中

ナンバープレート一部貼
付済み

記載内容調整中
（一部施設で記載済み）

実態調査表及び船舶写真提
出済み

ナンバープレート貼付済
み

記載内容調整中
（一部施設で記載済み）

実態調査表及び船舶写真提
出済み

一部を除きナンバープ
レート貼付済み

記載済み

実態調査表及び船舶写真提
出済み

ナンバープレート貼付済
み

記載内容調整中

各市町が占用している変形護岸内の係留船舶については、次の条件のもと適正な維
持管理を行うこととしている。
ナンバープレートの設置、実態調査の実施により利用実態を把握している。

４．不法係留船対策の取り組み状況
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５．第2次計画の総括

●不法係留船数は計画期間で37%減少したが、なお多数の船が残存しており解消には至っていない

第２次計画策定時（H29年度末）289隻 R6年末182隻 (107隻(37%)減少)

84 95 95 95 83 85 80 78

205 184 156 140 128 112 108 104

H 2 9 H 3 0 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6

木曽三川下流部の不法係留船数 推移

漁船等生業船 生業船以外

289 279 251 235
197211 188 182

H29 第二次計画策定
H30 放置禁止指定

簡易代執行（油島）
R2 行政代執行（船頭平）

◎計画区域内における不法係留船数の減少状況

＜主な対策事項１＞重点的撤去区域等における計画的な不法係留船対策

●油島 H30簡易代執行、自主撤去の指導等により計画期間内で38隻減
代替係留地の調整が遅れており、19隻の不法係留船が残る

●船頭平 R2代執行、自主撤去の指導等により計画期間内で13隻減
代替係留地の整備が遅れており、20隻の不法係留船が残る

●新たな区域の設定 無し
→３次計画内で既設区域での不法係留解消、新たな区域の設定を目指す

H30油島簡易代執行の様子
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５．第2次計画の総括
＜主な対策事項２＞変形護岸の適正な維持管理
●適正化に向けた取組に進展はみられたものの、完全且つ継続的な実施には至っていない

・ナンバープレートの設置
・船舶の係留を一時的に認めている変形護岸における生業船以外の完全移転
・出水時等における避難計画案及び維持管理計画書案の作成
・係留船の利用実態の把握、指導、監視

●変形護岸の整理集約については進展は見られなかった

●漁協解散時における許可船舶の取り扱い、船舶所有者の高齢化に伴う廃船増など、新たな課題
が浮上した
→３次計画において一層関係者が連携し、より適正な管理を目指していく

●条例の制定 協議会で要綱案を提示したが、具体的な検討は進んでいない
→必要な情報提供等を継続し、条例に関する検討推進に向けた環境を整えていく

＜主な対策事項３＞既存の恒久的係留・保管施設の活用

＜主な対策事項４＞河川法施行令に基づく放置禁止指定

●河川法施行令に基づく放置禁止指定 H30.5.7に施行
●放置禁止指定を周知するリーフレットを作成し、不法係留を抑制
→３次計画では罰則の適用に向けた措置を含めた、積極的な運用を実施していく

第２次計画の評価

一定の隻数減少と対策事項の進捗が見られたものの、取組余地は未だ多く残されて
おり、第３次計画に多くの課題が引き継がれている。第３次計画では第２次計画の実
施状況を踏まえた上で、効率的・効果的に対処し、目標を達成していく必要がある。


